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研究成果の概要（和文）：　本研究では、沖縄返還実現後、沖縄の米軍基地をめぐって、日本政府、米国政府、
沖縄の人々の相互関係がどのように展開したのかを検討した。これによって、沖縄になぜ米軍基地が集中し、そ
の後固定化されたのか、その過程を明らかにした。その結果、次の点が明らかになった。第一に、米国政府は、
沖縄返還直後、大幅な沖縄米軍基地の縮小を真剣に検討していた。しかし第二に、日本政府は、沖縄の米軍を安
全保障上重視し、その維持のために様々な協力を行った。第三に、沖縄でも返還直後は米軍基地への縮小要求が
強かったが、1970年代後半には、基地問題よりも経済問題が重視され、日米安保や基地を受け入れる保守県政が
誕生したのである。

研究成果の概要（英文）： The aim of this research was to explore the US-Japan-Okinawa relations over
 the US military bases in Okinawa after the reversion of the administrative rights of Okinawa to 
Japan in 1972. This political process in 1970s was a critical juncture of the concentration of the 
US military presence on Okinawa.Through this project, I demonstrated following points. Firstly, the 
US government considered drastic reduction of the US military presence on Okinawa.Secondly, however,
 the Japanese government hoped to keep the US military presence on Okinawa. The Japanese government 
deepend the secrurity corperation with the United States in order to keep the US military force. 
Thirdly, Okinawan people hoped to reduce or remove the US military bases in Okinawa in early 1970s. 
In 1978, however,they choosed a conservative politisian who supported for the US-Japan Alliance and 
the US military bases in Okinawa because they attached more premium on the localeconomy than the 
base issues.  
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１．研究開始当初の背景 
 長年にわたって、沖縄には在日米軍の専用
施設の約 70％が集中し、その結果、米軍によ
る犯罪、事故、騒音、環境破壊など様々な問
題が生じてきた。これらは「沖縄基地問題」
と総称される。近年も、沖縄県宜野湾市の普
天間飛行場の移設問題など、「沖縄基地問題」
は日米関係や日本政治において重要な争点
であり続けている。 
戦後日本の安全保障政策の基軸は、日米安

保体制に置かれてきた。日米安保体制の基盤
となっている日米安保条約は「物と人との協
力」とも呼ばれてきたが、「物」＝米軍基地
のほとんどが沖縄に存在している。それゆえ、
なぜこのような構造が形成されたのかを歴
史的に解明することは、日本の安全保障政策
や日米安保体制を考察する上でも重要な作
業だといえる。 
これまで、史料状況の改善やそれに伴う研

究の進展により、沖縄戦から沖縄返還までの
時期についての沖縄米軍基地をめぐる日米
関係史や沖縄戦後史については、多くの著
作・論文が発表されてきた。しかし、1972
年の沖縄返還以降の時期については研究上
の空白になっていた。 
しかし、沖縄返還前後の 1970 年代前半に

は、日本本土の米軍基地が大幅に削減される
一方で、沖縄の米軍基地はほぼ維持され、そ
の結果、沖縄に在日米軍基地の約四分の三が
集中することになった。このように在日米軍
基地の約七割が沖縄に集中するという構造
は、今日も維持されている。つまり、沖縄返
還直後の 1970 年代は、沖縄への在日米軍基
地の「集中化」と「固定化」が進んだ重要な
局面だったのである。 
それゆえ、この時期の政治過程を明らかに

することは、沖縄の米軍基地のみならず、日
米安保体制の構造を理解する上で学術的に
も社会的にも意義を有する。 
申請者はこれまで、沖縄返還をめぐる日米

関係を検討してきた。その中で、沖縄返還実
現にいたる過程では、沖縄の米軍基地縮小は
ほとんど議論されず、沖縄返還実現後の課題
となったこと、そして日米両政府とも、沖縄
返還後には沖縄米軍基地の縮小に真剣に取
り組もうとしていたことが明らかになった。  
それゆえ、沖縄返還後の沖縄米軍基地の縮

小はどのように取り組まれ、なぜ挫折したの
か、そして今日に至る沖縄米軍基地の「固定
化」はなぜ進んだのかを解明することが本研
究の背景となったのである。 
 
２．研究の目的 
 本研究の目的は、沖縄返還実現後、1970 年
代を中心に、沖縄米軍基地をめぐって日本政
府、米国政府、沖縄県の間で相互関係がいか
に展開されたのかを分析することであった。
その上で、1970 年代を通して、沖縄への在日
米軍基地の「集中化」「固定化」がどのよう
に進展し、今日に至る「沖縄基地問題」をめ

ぐる政治構造がいかに形成されたのか、その
重要局面を明らかにすることを目指した。 
 具体的には、以下の点を検討することで、
こうした課題の解明に取り組んだ。 
第一に、ベトナム戦争の終結から新冷戦の

開始にかけて、米国政府がグローバル/アジア
戦略を見直す中で、沖縄米軍基地の軍事的役
割をどのように位置づけたのかについてで
ある。ベトナム戦争によって膨大な軍事的・
財政的負担を抱えることになった米国政府
は、1960年代末から1970年代前半にかけて、
負担軽減のため日本本土、韓国、東南アジア
などにおける軍事プレゼンスの縮小・再編を
進めた。このような 1970 年代の沖縄米軍基
地の規模や役割をめぐる米国政府内の検討
作業を、1970 年代の米国政府の冷戦戦略の
変遷の中で分析した。 
第二に、日本政府が、施政権返還後の沖縄

米軍基地に対してどのような政策をとった
のかについてである。1973 年から 1976 年に
かけて、日本政府は米国政府との間で、沖縄
米軍基地の整理縮小について合意している。
しかしそれ以降、1990 年前後まで、沖縄米
軍基地の整理縮小についてさらなる合意は
なされなかった。一方、1970 年代後半以降、
「日米防衛協力のための指針」の策定や、在
日米軍基地維持のための「思いやり予算」開
始など、日本政府は、米国政府との安全保障
関係を強化していく。本研究では、日米安全
保障関係が変容する 1970 年代、日本政府は
沖縄米軍基地を安全保障政策上いかに位置
づけ、基地の縮小や維持のため、政治・外交・
経済面などでどのような政策をとったのか
を分析した。 
第三に、沖縄の政治指導者たちが、施政権

返還後、米軍基地にどのような姿勢をとった
のかである。1960 年代後半以降、沖縄では
米軍基地に反対する革新勢力が県政を指導
してきた。しかし、1970 年代後半以降、日
米安保や米軍基地を容認する保守勢力が台
頭し、1978 年の県知事選挙で自民党の西銘
順治が勝利した。このような沖縄現地政治の
変容は、米軍基地への沖縄社会の反応と密接
に連関していたといえる。それゆえ、こうし
た、1970 年代における沖縄現地政治の変容
がなぜ生じ、それは「沖縄基地問題」をめぐ
る政治構造にどのような変化をもたらした
のかを、沖縄における政党や政治家とともに、
経済界、軍用地主の連合体である土地連、基
地労働者の労働組合である全軍労の動向を
見ることで、政治・経済・社会など多角的に
検討した。 
 これまで、沖縄返還以降の沖縄米軍基地を
めぐる日米関係や沖縄現地政治に関する本
格的な実証研究は存在しかった。それゆえ本
研究は、1970 年代の「沖縄基地問題」を分
析することで、日米関係史や沖縄政治史にお
ける研究史上の空白を埋めるという点で、学
術的意義・独創性を有していた。 
さらに、日米関係史や沖縄政治史といった



個別のテーマだけでなく、日本政府・米国政
府・沖縄県の相互作用を分析するというアプ
ローチによって、「沖縄基地問題」の歴史的
展開過程を構造的に解明することを目指し
た。 
 
３．研究の方法 
 本研究のアプローチは、日本、米国、沖縄
の一次史料を収集・分析し、それに基づいて
仮説を提示、証明するという歴史的実証分析
である。 
 米国政府の政策については、米国立公文書
館、ニクソン大統領図書館、フォード大統領
図書館、カーター大統領図書館に所蔵されて
いるホワイトハウス文書や関係者の私文書、
米国国立公文書館に所蔵されている各省の
文書を使用した。 
 日本政府の政策については、国立公文書館、
国立国会図書館、外務省外交史料館、防衛省
防衛研究所に所蔵されている公文書・私文書
を使用した。また、政策研究大学院大学や防
衛省防衛研究所のオーラルヒストリーも活
用し、当時の外務省や防衛庁・自衛隊の関係
者の回想を研究に利用した。 
 沖縄の現地政治については、沖縄県公文書
館や沖縄県立図書館に所蔵されている公文
書、私文書を活用する他、当時の新聞・雑誌
を調査した。 
 これらについて、特に 1972 年から 1978 年
を対象に、史料を収集・分析し、実証的に検
討した。 
 
４．研究成果 
  本研究によって明らかになったのは、次
の点である。 
 第一に、米国政府は、1972 年の沖縄返還の
後、ベトナム戦争終結に向けた米軍再編の中
で、沖縄米軍基地の大幅な縮小を模索した。
この中で、沖縄から海兵隊を撤退させること
が繰り返し米国政府内で検討された。 
しかし、後述する日本政府の姿勢や新冷戦

の始まりによって、米国政府は海兵隊を含め
た沖縄の米軍とその基地を維持する。その際、
沖縄の海兵隊は、維持されたのみならず、む
しろ強化された。 
 第二に、日本政府は、沖縄返還直後こそ沖
縄の米軍基地の縮小に取り組んだが、日本本
土の米軍基地が縮小する中で、安全保障上・
財政上の理由から、沖縄の米軍基地縮小に消
極的になっていく。その際、沖縄の海兵隊は、
日本政府にとって米国による日本防衛の証
拠だとして重要視され、日本政府は、海兵隊
を維持するよう米国側に要請したのである。  
さらに日本政府は、沖縄を含めた米軍のプ

レゼンスを維持するため、「思いやり予算」
を開始したり、自衛隊と海兵隊との協力を進
めたりするなど、日米安全保障協力を進展さ
せる。 
 第三に、沖縄では、屋良朝苗や平良幸市と
いった革新県政の下で、当初は米軍基地の縮

小が模索されたが、経済状況の悪化の中で、
1978 年には、保守の西銘順治県政が誕生する。
西銘県政は、日米安保や米軍基地を受け入れ
つつ、日本政府から莫大な経済支援を獲得す
ることで、沖縄の経済発展を目指したのであ
る。 
しかし、1980 年代には、度重なる米軍の事

件・事故のため、西銘県政も基地問題に対処
せざるを得なくなり、1980 年代半ばには、二
度にわたって西銘は訪米し、普天間飛行場返
還を米国側に要請するのである。 
 以上のように、1970 年代の沖縄米軍基地を
めぐる日米沖関係を検討したことで、沖縄の
米軍基地の可能性とその挫折、また基地集中
の限界が明らかになった。また 1970 年代に
は、日本本土の米軍基地が大幅に削減される
ことで、日本本土では日米安保に対する支持
が高まる一方、米軍基地が「不可視化」され、
その結果、沖縄の米軍基地問題は、これ以降、
日本全体の問題とは考えられなくなってい
くのである。今日に至るまで沖縄の米軍基地
問題が解決されない背景として、このような
日本国内の状況が重要である。 
 この研究成果は、沖縄米軍基地の歴史の重
要局面を解明したという点で、戦後の沖縄の
歴史だけでなく、日米安保体制の歴史という
観点からも重要であり、沖縄研究や日米関係
史研究に大きな貢献ができたものと考える。 
 実際に、以上の研究は、後述するように、
『沖縄返還後の日米安保―米軍基地をめぐ
る相克』と題する単著などの研究成果として
発表された。そして、拙著『沖縄返還後の日
米安保』は、日本防衛学会猪木正道研究奨励
賞や沖縄協会沖縄研究奨励賞を受賞するな
ど、高い評価を得た。また、戦後沖縄や戦後
日米関係史についてのいくつもの著書や学
術論文などにも引用されている。 
 その上で、今後の課題として、次の点をあ
げることができる。第一に、本研究で行った
1970 年代の沖縄への米軍基地の「集中」化「固
定」化の前に、どのような政治過程があった
のかを検討し、それらの局面を比較分析する
ことである。すでに、1950 年代には、日本本
土の米軍基地が削減され、日本本土から沖縄
へ海兵隊が移転してきたことで、日本本土と
沖縄の米軍基地は同程度の規模になってい
た。この時期にすでに沖縄への米軍基地の
「集中化」は進んでいたのである。それゆえ、
1950 年代の歴史を検討することが重要であ
る。 
 第二に、本研究では、1980 年代の沖縄の政
治状況についても扱ったが、冷戦終了後の
1990 年代の沖縄で、米軍基地をめぐってどの
ような動きがあったのかを検討し、その連続
性と相違を検討することが必要である。特に、
1990 年代以降、普天間飛行場移設問題が現在
まで争点になっていることを踏まえると、な
ぜこの問題が論点化したのか、その背景を歴
史的に考察することが重要な作業となる。 
 第三に、沖縄の米軍基地の歴史と現状を、



日本本土や海外の米軍基地と比較すること
で、より沖縄や海外における米軍基地につい
て理解を深めることができよう。このために
は、他の研究者との連携や理論的な知見を習
得することが必要である。 
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〔その他〕 
ホームページ等 
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